
                                        
                 

                                     

「庄内の旬の食を贈ろう」キャンペーン（第３弾）を実施 

～県外に住むご家族・ご友人に旬の食を～ 
 

県外にお住まいのご家族・ご友人に、庄内の旬の食を贈るキャンペーン 

（以下「贈ろうキャンペーン」という。）を実施しています。 

家庭用だけでなく贈答品としても購入いただくことで、庄内産果物の認知

度向上、消費拡大をねらいとする取組みです。 
 

 【事業概要】 

  贈ろうキャンペーン（第３弾）について 

県外のご家族・ご友人に庄内柿を贈った方や、情報発信した方から抽選で 

30名に景品をプレゼントします。 

 

  １ 応募方法 

応募対象者 要件等 応募方法 備考 

県内にお住まいの方 

 

県外在住の方に庄内柿を

贈り届けること 

「食の都庄内」ホーム

ページから応募 

１回の応募

が可能 
県外在住の方 

 

庄内柿の写真を 

「#庄内の旬の食を贈ろう」をつけて 

Instagramに投稿し、情報発信することで応募 

 

２ 応募期間と景品 

庄内の旬の食 応募期間 景品 

庄内柿 
11月 1日から 

11月 30 日まで 

ドライフルーツを使った 

米粉（つや姫）のバターサンド 

  

３ 主催  
「庄内まるごと届け隊」推進協議会  
（事務局：農業振興課、全農山形県本部園芸部園芸庄内推進室） 
＊庄内産農産物の知名度向上や流通の強化を図るため、管内市町、農協、JA全農山形及び庄内総合支庁で構成 
 

４ 参考 

 旬の食 応募期間 

第１弾（実施済） 庄内砂丘メロン 7月 1日から 7 月 31 日まで 

第２弾（実施済） 庄内産日本なし 9月 1日から 9 月 30 日まで 

第３弾（今回） 庄内柿 11月 1日から 11月 30日まで 

 

  

 

庄内総合支庁長記者懇談情報提供項目 

 令和５年 10月 26日（木） 

産業経済部農業振興課 

 

担当：農業振興課 

職名 課長補佐 上野 清 

電話：0235－66－5507 

 

 

 

  


